
令 和 ６ 年 度

瑞穂町介護保険特別会計予算書

東京都西多摩郡瑞穂町





議案第３１号

令和６年度瑞穂町介護保険特別会計予算

令和６年度瑞穂町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，７２３，２５４千円と

定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出

予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、３０，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和６年２月２９日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之
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令和６年度

瑞穂町介護保険特別会計

予算説明書
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２ 一 般 職

（１） 総 括

備考 （ ）内は、短時間勤務職員で外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

備考 （ ）内は、短時間勤務職員で外書き

区 分 職員数

人

前 年 度 6（7）

職員手当

千円 千円

計

千円 千円

75,984

69,768

合 計

千円

共 済 費

11,751

10,318

給 与 費

報 酬

千円

給 料

比 較

6（7）

14,317

14,370

職員手当

区 分

53 1,107

千円 千円 千円

扶 養
手 当

管理職
手 当

地 域
手 当

3,623

超 過
勤 務
手 当

千円

本 年 度

3,228156 33

の 内 訳
本年度 636 409 3602,547 1,778

2,421 12,756

15,984

1,778 360

比 較 126

通 勤
手 当

住 居
手 当

前年度

24,829

23,722

80

120

3,200

千円

120

25,034

21,411

64,233

59,450

480

千円

児 童
手 当

千円千円

376

4,783 1,433

3,120

千円 千円

退 職
手 当
負担金

区 分 職員数
給 与 費

共 済 費 合 計
報 酬 給 料 職員手当 計

特 殊
勤 務
手 当

期末・
勤 勉
手 当

6,216

千円

本 年 度 24,829 19,493 44,322 8,429 52,751

人 千円 千円 千円 千円 千円

(1)6

7,583 49,753

比 較 1,107 1,045 2,152 846 2,998

前 年 度 23,722 18,448 42,170(1)6

職員手当 千円 千円 千円 千円

区 分
扶 養
手 当

管理職
手 当

地 域
手 当

超 過
勤 務
手 当

千円 千円 千円 千円 千円 千円

住 居
手 当

特 殊
勤 務
手 当

期末・
勤 勉
手 当

児 童
手 当

退 職
手 当
負担金

通 勤
手 当

262 360 10,590 120 3,200
の 内 訳

本年度 636 2,547 1,778

比 較 156 126

前年度 480 2,421 1,778

33 650 80

360 9,940 120 3,120229
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イ 会計年度任用職員

備考 （ ）内は、短時間勤務職員で外書き

（２） 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

給与改定の状況

実施時期

平均昇給率 1.25%

昇給期 4 月

職員数 6 人

20,015

区 分 職員数

人

前 年 度 0（6）

本 年 度 0（6） 5,541 19,911

給 与 費
共 済 費

千円 千円 千円

3,322 23,233

14,317 2,963 17,280 2,735

14,370

合 計
報 酬 給 料 職員手当 計

千円 千円 千円

本年度 147 5,394

前年度 147 2,816

587 3,218

区 分

2,578 2,631

通 勤
手 当

の 内 訳

区 分 増 減 額 増減事由別内訳 説 明 備 考

給与改定に伴う増

給 料 1,107

期 末
手 当

職員手当 千円 千円

比 較 53

千円

比 較 2,578

千円 千円

普通昇給に伴う増分 273 普通昇給に伴う増 273

報 酬 53 給与改定に伴う増 53 会計年度任用職員報酬給与改定に伴う増分 53

改定率 1.10%

令和5年4月1日

268給与改定に伴う増分 268

職員手当 3,623

その他の増分 566 職員構成の変動に伴う増 566

期末・勤勉手当、地域手当給与改定等に伴う増 248

職員構成の変動等に伴う増減 3,375
扶養手当、地域手当、
通勤手当、期末・勤勉手当
等

給与改定等に伴う増分 248

その他の増減分 3,375
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（３） 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与 イ 初任給（令和６年１月１日現在）

円

円 円 円

歳 3 月 円 円

円

円

歳 3 月

ウ 級別職員数 エ 昇給

人 人

人 ％

人 ％

％ ％

（級別の標準的な職務内容） （令和６年1月1日現在）

職 務 内 容 ％ ％

部長の職務

課長の職務

係長の職務

主任の職務

主事の職務

区 分

高 校 卒

大 学 卒

町

一般行政職

160,100

196,200

国

一般行政職

166,600

総合職 196,200

令和6年1月1日
平均給料月額 295,571

区 分 一 般 行 政 職

323,914

282,389

42

平均給与月額 340,844

平 均 年 齢現 在

区 分
合計 一般行政職

５ 級

7

57.1

現 在

級 構成比
区 分

平 均 年 齢

平均給与月額

計

4

１ 級

現 在
1

２ 級

３ 級

令和5年1月1日
平均給料月額

４ 級

５ 級

令和6年1月1日

一 般 行 政 職

職員数

14.3

43

本
年
度

職員数（Ａ） 7 7

昇給に係る職員数（Ｂ） 6 6

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

4 号給 6 6

5 号給

一
般
行
政
職

１ 級

２ 級

４ 級

３ 級

令和5年1月1日

現 在

５ 級

区 分

３ 級

100.0

28.6

7

2

4

計

１ 級

２ 級

1 14.3

４ 級

100.0

57.1

2 28.6

6 号給

前
年
度

職員数（Ａ） 7 7

昇給に係る職員数（Ｂ） 5 5

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

6 号給

4 号給 5

比率（Ｂ）／（Ａ） 71.4 71.4

比率（Ｂ）／（Ａ） 85.7 85.7

5

5 号給
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オ 期末手当・勤勉手当

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和６年１月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

キ 地域手当（令和６年１月１日現在）

全 域

％

人

地域区分により

～ 0 ％

ク その他の手当（令和６年１月１日現在）

配偶者 6,000円（4級職員 3,000円） 配偶者 6,500円

子 9,000円 子 10,000円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子

までの子 1人につき 4,000円を加算  1人につき 5,000円を加算

父母等 6,000円（4級職員 3,000円） 父母等 6,500円

当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人

 15,000円 借家家賃区分に応じて 28,000円まで

交通機関使用者 55,000円まで 交通機関使用者 55,000円まで

交通用具使用者 7,400円まで 交通用具使用者 31,600円まで

３月

2.250 月分

月分

６月

月分

区 分
支 給 期 別 支 給 率

１２月
支 給 率

備 考

備 考
職制上の段階職務の

月分

有

級等による加算措置

4.65 有

加 算 措 置 等

本 年 度 2.175 月分

2.250 4.50

2.125 月分 2.175 4.55

0.25

区 分 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度
そ の 他 の

2.225

月分 月分前 年 度

国の制度

国の制度

（２％～４５％加算）

定年前早期退職特例措置24.586875 33.27075

月分

有0.25

43.00 43.00

47.709 47.709

23.00 30.50 定年前早期退職特例措置

月分月分

（２％～２０％加算）

20年勤続の者

支給率等

支 給 対 象 地 域

国 の 制 度

(支給率等)

国

通 勤 手 当 月 額

住 居 手 当 月 額

区 分

20.0（ 支 給 率 ）

扶 養 手 当 月 額

町

支 給 率

支給対象職員数

10.0

7
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（３） 給料及び職員手当の状況

ア 職員１人当たり給与 イ 初任給（令和６年１月１日現在）

円

円 円 円

歳 3 月 円 円

円

円

歳 3 月

ウ 級別職員数 エ 昇給

人 人

人 ％

人 ％

％ ％

（級別の標準的な職務内容） （令和６年1月1日現在）

職 務 内 容 ％ ％

部長の職務

課長の職務

係長の職務

主任の職務

主事の職務

区 分

高 校 卒

大 学 卒

町

一般行政職

160,100

196,200

国

一般行政職

166,600

総合職 196,200

令和6年1月1日
平均給料月額 295,571

区 分 一 般 行 政 職

323,914

282,389

42

平均給与月額 340,844

平 均 年 齢現 在

区 分
合計 一般行政職

５ 級

7

57.1

現 在

級 構成比
区 分

平 均 年 齢

平均給与月額

計

4

１ 級

現 在
1

２ 級

３ 級

令和5年1月1日
平均給料月額

４ 級

５ 級

令和6年1月1日

一 般 行 政 職

職員数

14.3

43

本
年
度

職員数（Ａ） 7 7

昇給に係る職員数（Ｂ） 6 6

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

4 号給 6 6

5 号給

一
般
行
政
職

１ 級

２ 級

４ 級

３ 級

令和5年1月1日

現 在

５ 級

区 分

３ 級

100.0

28.6

7

2

4

計

１ 級

２ 級

1 14.3

４ 級

100.0

57.1

2 28.6

6 号給

前
年
度

職員数（Ａ） 7 7

昇給に係る職員数（Ｂ） 5 5

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

6 号給

4 号給 5

比率（Ｂ）／（Ａ） 71.4 71.4

比率（Ｂ）／（Ａ） 85.7 85.7

5

5 号給
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オ 期末手当・勤勉手当

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和６年１月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

キ 地域手当（令和６年１月１日現在）

全 域

％

人

地域区分により

～ 0 ％

ク その他の手当（令和６年１月１日現在）

配偶者 6,000円（4級職員 3,000円） 配偶者 6,500円

子 9,000円 子 10,000円

満16歳の年度初めから満22歳の年度末 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子

までの子 1人につき 4,000円を加算  1人につき 5,000円を加算

父母等 6,000円（4級職員 3,000円） 父母等 6,500円

当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人

 15,000円 借家家賃区分に応じて 28,000円まで

交通機関使用者 55,000円まで 交通機関使用者 55,000円まで

交通用具使用者 7,400円まで 交通用具使用者 31,600円まで

３月

2.250 月分

月分

６月

月分

区 分
支 給 期 別 支 給 率

１２月
支 給 率

備 考

備 考
職制上の段階職務の

月分

有

級等による加算措置

4.65 有

加 算 措 置 等

本 年 度 2.175 月分

2.250 4.50

2.125 月分 2.175 4.55

0.25

区 分 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度
そ の 他 の

2.225

月分 月分前 年 度

国の制度

国の制度

（２％～４５％加算）

定年前早期退職特例措置24.586875 33.27075

月分

有0.25

43.00 43.00

47.709 47.709

23.00 30.50 定年前早期退職特例措置

月分月分

（２％～２０％加算）

20年勤続の者

支給率等

支 給 対 象 地 域

国 の 制 度

(支給率等)

国

通 勤 手 当 月 額

住 居 手 当 月 額

区 分

20.0（ 支 給 率 ）

扶 養 手 当 月 額

町

支 給 率

支給対象職員数

10.0

7
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